
※本事業は、経済産業省の補助をもとに「中小企業採用力強化事業」を手掛ける日本商工会議所から、（株）リクルートが委託を受け、運営しています。

DREAM-MATCH PROJECT事務局（株式会社リクルート内）お問合せ: 03-5365-2111（9:00～18:00）※土日・祝祭日・年末年始・弊社休業日を除く 

〒192-0364 東京都八王子市南大沢 2-27フレスコ南大沢14F  http://dream-match.jp

この冊子は、

申込み後も保管いただくようお願いします。

［採用対象］2010年4月～2011年3月卒業・卒業予定の大学生、大学院生、短大生、高専生、

専門学校生（海外学校を含む）の他、2010年3月卒の既卒者を対象としています。





本サービスをご利用いただけるのは、以下の条件を満たす企業です。

［支援対象企業基準（ご参画基準）］
1　2011年3月卒の新卒採用予定がある企業
2　従業員数300人以下の企業
3　2011年 3月卒の新卒向け商用採用サービスを利用していない企業
　  新卒者向け商用採用サービス例：就職サイト、求人情報誌、合同説明会　
4　社会保険が完備されている企業（団体）であること
5　雇用される形態が正社員・契約社員であること
　 （一般労働者派遣・紹介予定派遣要員は除く）
6　DREAM-MATCH PROJECT事務局の定める掲載基準に準じていること

参画条件 申込み方法

● 費用は無料。お申込み時はもちろん、内定確定後も料金をいただくことはありません。

● 学生と会ったその日に内定を出せたり、求人票登録から最短2週間で内定を出せます。

● 採用活動の管理や、学生とのやりとりは、専用のWEBシステムでサポートしています。

封筒に入っている申込書を記入のうえ、FAXで送信ください。内容を確認後、
DREAM-MATCH PROJECT事務局より電話でご連絡させていただきます。

採用活動サポートスタッフ
専任サポートスタッフが、貴社の採用活動をお手伝
いします。求人票の作成から、当日のイベント運営ま
でサポートいたします。

「無料で・短期間に・手間を掛けずに」採用活動が行える仕組みを実現しました。

単年度の採用活動はもちろん、今後の採用力強化につながるノウハウも提供いたします。時間もコストも、採用する際ではなく、ぜひ採用した後に用

いていただければと思います。「募集をしても、なかなか採用まで至らない」「若手採用に費用をかけられない」「初めての新卒採用をしたい」と思っ

ている企業様に満足いただけるサービスです。
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求人票を登録するだけで、学生との面談が
自動で設定されるWEBサービス
求人票を登録していただくと、会員学生（約4万人の会員数を想定）の中から、貴社に学生をご案内いたします。

学生のご案内や選考管理は、「採用活動管理システム」で完結（2
週間で最大24 名の面談申込みを受けることができます）。貴社が会
いたいと思う学生に、面談のリクエストを出すことも可能です。

理系学生の採用に特化して、求人の登録が行えるので、いくつ
もの理系大学・学部に求人を出すよりも理系出身の学生と接点
を持てる可能性が広がります。

適度な数の学生と会える
求人票の登録から、最短2週間で内定を出せます。またサービス期
間中は、途中参画・休止が可能なので、通常業務にあまり負担を
かけずに、選考を進められます。

時間を掛けずに採用活動が行える

理系採用にも対応
求人票登録時に設定していただくと、DREAM-MATCH PROJECT
のキャンペーンページに貴社の情報が掲載され、学生からの直接
応募を受け付けることが可能です。意欲的に就職活動を行っている
学生と会う機会が広がります。※1度掲載されると途中休止はできません。

学生からの直接応募も受け付けられる

学生とのコミュニケーション接触だけでなく、その会場内で面談と選考が行える採用イベントを、
全国 7 都市で開催いたします（ブース数に限りがございますので、お申し込みは先着順となります）。

メリット

1

イベント当日の採用活動だけで選考まで行えますので、時間を
掛けずに学生を採用することができます。直接ブースを訪れて理
解を深めた学生の中から、選考を受けたい学生が選考ブースへ
訪れるため、ミスマッチを未然に防ぐことができます。

ご参画いただいた企業向けに、当日の開催前の時間を用いて、採用成功に関する講演を実施いたします。また開催中にも、DREAM-MATCH 
PROJECT 事務局の専任スタッフが貴社のブースを拝見したうえで、企業の魅力を学生に訴求するためのサポートをさせていただきますので、ぜひ活用
いただければと思います。

採用活動を最短1日で行えることも
DREAM-MATCH NAVI で貴社に面談申込みしていない学生も
イベントに参加するため、DREAM-MATCH NAVIでは会えなかっ
た学生との接点をつくることができます。またイベントの開催前に、
参加した学生に対して専門スタッフが講演形式でレクチャーを行い
ますので、就職意識が高い学生と出会う可能性が高いといえます。

意識が高い学生に会える

貴社に対しての採用活動サポートを実施

イベントを通じた面談・選考

TEL 03-5365-2111
FAX 042-678-4877

メリット

1

メリット

3

メリット

3

メリット

2

メリット

2

メリット
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※ と の同時参画も可能です。A B

※希望される企業のみ



学生会員（約4万人を想定）の中から、WEBシステム（採用活動管理システム）を通じて、貴社と学生の面談を設定します。貴社から学生に、面

談のリクエストを直接行うことも可能です。本サービスを利用する場合は、インターネットを利用できる環境があることが条件となります。面談・

選考後には面談結果と最終選考結果を「採用活動管理システム」に入力していただく必要があります。

求 人 票

登 録

学生の

面談申込み
面 談 選 考 内 定

貴社の求人情報や面談

日程をインターネット上

で登録していただきま

す。できるだけ3日程

以上、面談日程をご登

録ください。DREAM-

MATCH PROJECT 事

務局より登録内容の確

認をさせていただいた

後、登録完了となります。

2 通りのアプローチで、

貴社の面談成立の可能

性を高めます（1日程につ

き 6 名まで面談が可能で

す。1クール最大 4日程ま

で設定できるので、最大

24 名に会うことができま

す）。詳細については、右

ページをご参照ください。

貴社と学生が直接会って

会話をすることで、相互

に理解を深める場です。

面談後、貴社が選考対象

と考える学生には、「採用

活動管理システム」を通

じて意思確認を行います。

選考は、貴社と学生

の間で直接行っていた

だきます。面談や筆記

試験など、貴社の通常

の選考方法で実施して

ください。

「採用活動管理システ

ム」を通じて、選考結果

をご連絡ください。学

生への最終結果報告と

内定受諾または辞退の

ご連絡が入ります。学

生より内定報告書が届

いた時点で、内定確定

となります。

登録完了まで
2～ 3日 内定まで 2 週間が目安面談まで最大 2 週間

面談とは、貴社と学生が直接会って会話をすることで、相互に理解を深め、「興味」を「動機」に変える場です。面談は少ない人数かつ対面で貴社の魅力をしっか
りと伝えることができるので、学生が「動機」を形成しやすく、また選考前にコミュニケ―ションが取れるため、貴社・学生とも抵抗なく選考に進むことができます。
※1日程につき、最大 6 名までご案内いたします。所要時間は 1 時間～ 1時間30 分です。
※「面談」時に、履歴書やエントリーシートの提出を求めないでください。また筆記試験や SPI、アンケートなどの実施もご遠慮ください。

貴社の採用活動を支えるためのさまざまなサポートを用意いたします（すべて無料）。

● 求人票作成をサポート　貴社の魅力が学生に伝わるような求人票の作成を、貴社専任の担当がサポートします。

● さまざまな方法で学生へ貴社の魅力をアピール　WEB やイベントを通じて学生へ貴社の魅力を伝え、学生から貴社への面談申込みの可能性を高めます。

● 進捗管理を簡単に行う「採用活動管理システム」　選考の進捗や学生の情報管理は、パソコンからインターネット経由で簡単にご利用いただけます。

面談について　

3

求人票を登録するだけで、学生との面談が自動で設定されるWEBサービス

※面談が成立した学生には必ず会ってください。キャンセルはできません。

※面談結果は、面談実施クールの翌週日曜日までにご入力ください。
　ご入力いただけない場合は、翌々クール以降の学生案内を休止いたします（クールについては右ページをご参照ください）。

A



ただし、以下のような締切りがございますので、ご注意ください。

※面談リクエストは、各クールにおいて貴社が設定された最終面談日の3日前まで行うことが可能です。

※学生からの面談申込みは、貴社が設定された面談日の 2日前までの受付となります。

貴社の求人票を学生に提示し、学生から面談申込みを募ります。申込みを行った学生とは、必ず面談をしていただくことになります。

面談については、以下の中から都合の良い時間を選んでいただきます。

2010年7月12日から2011年1月中旬のサービス実施期間は、2 週間ごとに13の「クール」に区切られています。

それぞれのクールごとに、「学生への面談リクエスト」「学生からの面談申込み」「面談の実施期間」が決められているのでご注意ください。

第1クール
7
月

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

月 火 水 木 金 土 日 火 水 木 金 土 日月

［ 例 ］第1クールの面談設定可能期間 7月15日～7月 25日の中から、7月22日（木）に面談日を設定した場合

学生からの面談申込み期間

学生への面談リクエスト期間

面談設定可能期間

面談

クール
開始日

サービスのスケジュール

面談実施日時は事前に設定していただく必要があり、各クール、最大４日程まで設定できます。

各都道府県を7つのエリアに分け、各エリアでの就職を希望する学生に貴社の情報を案内いたします。

エリアごとにサービス開始時期が異なるので、ご参照ください。

2010年 7月26日（月）

2010年 7月12日（月）

2010年9月   6日（月）

2010年7月12日（月）

2010 年 7月12日（月）

2010年 8月  9日（月）

2010年7月26日（月） ｠ 

北海道・東北エリア（北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県）

関東エリア（茨城県・群馬県・東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県・栃木県）　

北陸・甲信越エリア（新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県）

東海エリア（静岡県・愛知県・岐阜県・三重県）　

関西エリア（滋賀県・奈良県・和歌山県・大阪府・京都府・兵庫県）

中国・四国エリア（鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県）

九州エリア（福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県）

第1クール 第2クール 第3クール 第4クール 第5クール 第6クール 第7クール 第8クール 第9クール 第10クール 第11クール 第12クール 第13クール

7/12 7/26 8/9 8/23 9/6 9/20 10/4 10/18 11/1 11/15 11/29 12/13 1/3

10 : 0 0～11 : 3 0　11 : 0 0～12 : 3 0　12 : 0 0～13 : 3 0 　13 : 0 0～14 : 3 0　14 : 0 0～15 : 3 0　15 : 0 0～16 : 3 0 　16 : 0 0～17: 3 0 　17: 0 0～18 : 3 0
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1. 学生から貴社への面談申込み（通常申込み）

2. 貴社から学生へのアプローチ（面談リクエスト）

毎クールご案内する学生の中から、会ってみたい学生がいる場合には、貴社から学生に面談リクエストを行うことができます。

リクエストした学生に面談の参加意思があれば、貴社に面談申込みが入ります。



（株）○△□商事 （株）○△□商事

当日の運営スケジュールについて

当日参加がお一人の場合（例） 当日参加が複数名の場合（例）

当日の運営について

本イベントは面談ブース（情報提供や動機形成の場）と選考ブース（面接や質問会の場）をご用意しております。

当日は必ず両ブースの運営をお願いいたします。いずれかのブースのみのご出展はできません。

出展要領

販売職じゃなくて生地から携われ

るアパレルもあるんだ。

選考ブースに行ってみよう♪

内定前に、筆記試験や
最終選考が必要であれ
ば、実施してください。

面談ブースでは、会社説明や

動機形成を行っていただきます。

選考ブースでは、選考や質問会

などを行っていただきます。

イベント終了後、選考結果の

伝達や内定出しを行ってください。

時間
11：00

11：30
11：40

12：10
12：20

12：50
13：00

13：30
13：40

14：10
14：20

10分休憩・準備

10分休憩・準備

10分休憩・準備

10分休憩・準備

10分休憩・準備

10分休憩・準備

10分休憩・準備

10分休憩・準備

面談ブース

1回目実施

2回目実施

面談ブースCLOSE

3回目実施

お昼休憩 お昼休憩

面談ブースCLOSE

1回目実施

選考ブースCLOSE

2回目実施

選考ブース

お一人で参加されても、上記のようなスケジュールを組めば、1日で面談・選考ができます。
希望の学生と出会えれば、イベント終了後すぐに内定出しも可能です。

複数名で参加されると、面談も選考も同時に運営可能です。1日で多くの学生と出会えるため、
採用効率がさらに高まります。

では、1度工場見学

に来ませんか？

面談ブース（当日） 選考ブース（当日） 内定（イベント終了後）

（企業）（企業）
当社への志望理由は？

（学生）

1限目

2限目

3限目

4限目

5限目

6限目

時間
11：00

11：30
11：40

12：10
12：20

12：50
13：00

13：30
13：40

14：10
14：20

10分休憩・準備

10分休憩・準備

10分休憩・準備

10分休憩・準備

10分休憩・準備

10分休憩・準備

10分休憩・準備

10分休憩・準備

面談ブース

1回目実施

2回目実施

3回目実施

お昼休憩

4回目実施 2回目実施

5回目実施

1回目実施

お昼休憩

3回目実施

選考ブース

1限目

2限目

3限目

4限目

5限目

6限目

当社は、バッグや洋服の生地

を作る会社でして…。 

（企業）
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［イベント当日］
● イベント開始前に、出展企業向けセミナーを実施しますので、必ずご参加ください。

● 面談ブース・選考ブースの時間は各回 30分となります。出展企業及び学生の効率的な採用活動・就職活動のため、
　設定時間の遵守をお願いいたします。
● 学生は貴社の面談ブースで話を聞かないと、貴社の選考ブースを訪れることができません。
　面談ブースの情報提供・動機形成次第で、選考ブースに訪れる学生の数が増えたり、志望度の高い学生との接触が期待できます。
● 選考ブースは、貴社の面談ブースの説明に興味を持った（選考を受けたい）学生が 1回当たり最大 4～6名まで訪問します。
　グループ面接や質問会を実施してください。また、選考結果の連絡はイベント終了後にお願いいたします。

繊維の勉強をしており…。

（学生）



DREAM-MATCH PROJECTでは、全国 7都市で面談と選考を同日中に行うイベントの開催を予定しています。通常の合同説明会と同様に、

企業ごとの面談ブースを設置し、まずは学生が面談ブースを訪問します。その場で関心を持った学生と、会場内に設ける選考ブースにて「選考

や質問会」を行うことが可能です。貴社の事業所の所在地を問わず、どの都市のイベントにも参画していただけます。

イベント事前申請をFAX

にて送信ください。また、

ご送付する出展マニュア

ルをご一読ください。

採用ノウハウや当日運営

方法の説明をさせていた

だきます。

選考を行う面接ではな

く、情報提供や動機形

成を行ってください。

面接や質問会などを行

います。合否はイベン

ト終了後に学生へ直接

ご連絡ください。

内定を出した後、入社ま

で連絡をとってください。

イベント前 イベント当日 イベント後

イベント
出展準備

出展
企業向け
セミナー

面談ブース 選考ブース 内 定

札　幌

仙　台

東　京

名古屋

大　阪

広　島

福　岡

開催スケジュール
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イベントを通じた面談・選考

2010年8月24日（火）

2010 年 9月7日（火）

2010年9月4日（土）

2010 年9月5日（日）

2010年10月23 日（土）

2010年9月10日（金）

2010年8月20日（金）

ロイトン札幌

仙台市体育館

東京ビッグサイト

吹上ホール

京セラドーム大阪

広島県立総合体育館

福岡国際会議場

B

［イベント実施前］
● お申込みが確定しましたら、イベント出展に関する出展マニュアルのURLをお知らせいたします。
　当日の運営方法やスケジュール、イベント事前申請の説明などが記載されておりますので、到着次第必ずご一読ください。
●  出展マニュアルの中の「イベント事前申請用紙」に、当日学生に配布するガイドに必要な情報や、
　当日貴社が実施する面談ブース・選考ブースの時間割等をご記入いただき、 FAXで送信ください。

ご参画にあたって



メールで「求人票登録システム」用ログインＩＤ・パスワードが届きます。パソコンからログインして求人票
の登録と面談日を設定します。申込書の「あいことば」を使用します。

お申込み後のスケジュール

学
生
の
面
談
申
込
み
ス
タ
ー
ト
ま
で

学
生
の
面
談
申
込
み
ス
タ
ー
ト
後

step

1

求人票が完成したら求人票登録センターよりメールで確認依頼をします。再度ログインして内容の確認
をお願いします。内容に間違いがなければ、画面上の承認ボタンを押して登録完了です。

● 面談日程は１クールにつき４日程まで設定可能です。　● 面談時間は本冊子の 4 ページをご覧ください。

● 内容について修正をお願いする場合もございます。

● 締切を過ぎてからの変更・追加はできません。　
● 締切までにＦＡＸが届いていない場合、キャンセル同様、別途定めるキャンセルポリシーに従ってキャンセル料金2万円（1会場あたり）を申し受けます。

● 発送方法・到着日時については出展マニュアルをご参照ください。

求人票
登録システム

イ
ベ
ン
ト
前
日
ま
で

当
日

● 出展当日のスケジュールなども記載されておりますので必ずご一読ください。

参画開始の初日に「採用活動サポートスタッフ」よりご連絡いたします。
ご不明な点などあればサポートスタッフへご確認ください。

面談結果を、「採用活動管理システム」に入力してください。

面談を行います。

採用活動
サポート
スタッフ

採用活動
管理システム

採用活動
管理システム

求人票登録完了のお知らせメールと一緒に、「採用活動管理システム」（応募者管理画面）のログイン
ＩＤが送信されます。以降の作業はこの「採用活動管理システム」を使用します。
● パスワードは求人票登録システムと同じです。

採用・育成のノウハウが詰まったガイドブックをご送付いたします。
● 内定後もお役に立つ冊子となりますので大切に保管しておいてください。

● 直接会って、相互理解を深める場です。　● 情報提供や動機形成を図ることを目的に、貴社のＰＲをしてください。
● 面談時は履歴書・エントリーシートの提出は求めないよう、お願いいたします。

● 面談実施クールの翌週日曜日までに入力してください。
● 面談結果の入力がないと、翌々クール以降の学生紹介を休止します。

選考を行います。
● 面接や筆記試験など貴社採用選考基準で実施してください。

● 選考結果の入力がされない場合、採用活動サポートスタッフより結果入力のお願いをさせていただく場合がございます。

● 内定受諾・辞退いずれもメールにてご連絡いたします。 ● 内定打診入力後の取消はできません。お間違いのないようご注意ください。
● 学生からの内定報告書の提出は、10月1日以降となります。

※ご不明な点がございましたら、出展マニュアル記載の連絡先にお問合せください。

採用活動
管理システム

step

2

step

4

step

2

step

3

step

1

step

4

step

2

step

1

step

6

step

3

step

5

7

選考結果を、「採用活動管理システム」に入力してください。

● 内定辞退を防ぐためにも、入社までこまめなフォローをお願いいたします。

step

7
内定確定となりましたら、内定学生に入社までの流れを直接連絡のうえ、ご説明をお願いいたします。

学生が『内定受諾』を入力し、内定報告書の提出をもって内定確定となります。

出展マニュアルのURLをお知らせいたします。

step

1 時間の余裕をもって会場にお越しいただき、受付を済ませてください。

step

1 選考結果確認のため、こちらからご連絡させていただきます。

step

2 イベントの開始前に企業様向けセミナーにご参加いただきます。

step

3
当日会場で使用する資料を発送してください（資料を配布する場合のみ）。

出展マニュアルの「イベント事前申請用紙」（PDF 形式）をダウンロードしていただき、
マニュアルに記載の締切までにＦＡＸにて送信をお願いいたします。

後
日



FAQ

Q：どんなサービスか教えてください。
A：２通りのサービスがあります。

以下では、想定される疑問・質問に対して、簡単な回答をご紹介しております。

分からないことがあれば、まずこちらでご確認ください。

DREAM-MATCH PROJECT 事務局（株式会社リクルート内）TEL:03-5365-2111
［営業時間］9:00～18:00（土日・祝祭日・年末年始・弊社休業日を除く）ht tp: //dream-match. jp

　

8

● 就職サイトの

 　学生の面談申込みがある就職サイトです。面接・選考の前に、少人数制の会社説明と質問会を実施していただきます。

● 就職イベントの

　合同企業説明会です。会社説明をする「面談ブース」と学生の選考を行う「選考ブース」によって構成されています。

● 2011年 3月卒の新卒採用予定がある企業
● 従業員数300人以下の企業
● 2011年 3月卒の新卒向け商用採用サービスを利用していない企業
● 社会保険が完備されている企業（団体）であること
● 雇用される形態が正社員・契約社員であること（一般労働者派遣・紹介予定派遣要員は除く）
● DREAM-MATCH PROJECT 事務局の定める掲載基準に準じていること
なお、参画条件を満たしていても、法規や公序良俗、取引基準に反する場合などは当事務局の判断でお申込みをお受けできない場合がございます。

Q：参画するのに条件はありますか。
A：あります。下記をすべて満たしていることが参画条件となります。

Q：サービス対象学生の範囲を教えてください。
A：2010年4月～ 2011年3月卒業・卒業予定の大学生、大学院生、短大生、高専生、
　　専門学校生（海外学校を含む）の他、2010年3月卒の既卒者を対象としています。

Q：料金は一切かからないのですか。
A：ご参画も、内定が確定してからも料金はいただきません。いずれのサービスも無料でご利用いただけます。ただし、DREAM-
　　MATCH LIVE につきましては、参画確定後ご出展をキャンセルされる場合は、別途定めるキャンセルポリシーに従ってキャン

　　セル料金2万円（ 1会場あたり）を申し受けます。

A：NAVI と LIVEは、併用していただくことが可能です。両サービスをご利用していただくことで、より多くの学生と会う機会
　　を持つことができます。なお学生からの直接応募（学生が自ら貴社の情報を探して、直接貴社に電話で連絡を取ること）を受け

　　付けたい場合は、NAVIへの参画が必須となります。

Q：いつから学生の面談申込みが始まりますか。
A：地域により異なります。

7月12日～：関東、東海、関西エリア

7月26日～：北海道・東北、九州エリア

Q：NAVIと LIVE の両方に参画することはできますか。

A： 同封のA4 用紙の裏側が、申込書となっております。必要事項をご記入のうえ、042-678-4877 まで FAX にてご送信ください。
　  後日、DREAM-MATCH PROJECT事務局の担当者より確認のお電話をさせていただきます。

Q：申込みの方法を教えてください。

8月9日～：中国・四国エリア

9月6日～：北陸・甲信越エリア ※各エリアの求人数によって変更する可能性があります。

その他ご不明な点がありましたら、下記までご連絡ください。

Q：なぜ料金がかからないのですか。
A：本事業は、費用や手間の問題で新卒採用に苦戦する中小企業と、若手人材のマッチングを支援することを目的に、経済産業省
　　からの補助をもとに「中小企業採用力強化事業」を手掛ける日本商工会議所が、株式会社リクルートに委託して実施するため、

　    ご参画企業から費用はいただきません。



DREAM-MATCH NAVDREAM-MATCH NAVI利用約款利用約款

第1条（DREAM-MATCH NAVI 約款の適用）
1．DREAM-MATCH NAVI（以下「本サービス」といいます。）とは、経済産業省の補助を元に「中小企業採用力強化事業」を手掛ける日本商工会議所から、株式会社リクルート（以下「リクルート」といいます。）が委託を受け、

DREAM-MATCH PROJECT 事務局（以下事務局といいます。）として 2011 年 4 月入社の新規学卒者等の採用を予定する中小企業に対する学生等（第 2 条の定義に従います。）の就職支援をする趣旨で、本規約に基づき運営、

提供するインターネット上の就職支援サイト(http://dm-navi.jp) および当該サイトに付随するメール配信、情報提供その他本サービス会員を対象とした各種就職支援サービスの総称をいいます。DREAM-MATCH NAVI 約款（以下「本

約款」といいます。）は、「DREAM-MATCH NAVI」（第 2 条の定義に従います。）の利用にかかる契約（以下「本契約」といいます。）を、事務局と締結した事業者（以下「事業者」といいます。）に対して適用されるものとします。

2. 事務局は、本約款に基づき事業者にDREAM-MATCH NAVI にかかるサービスを提供するものとし、事業者は、本約款に定める義務を誠実に履行するものとします。

第 2 条（基本用語の定義）
本約款において使用する基本用語の定義は、次のとおりとします。

（1）DREAM-MATCH NAVI：事務局が提供する事業者の2010年 3月から2011年 3月卒業予定の大学・大学院・短期大学・高等専門学校・専修・各種学校（以下、「大学等」といいます。海外の大学等を含みます。）の学生（以下、

「新規学卒者等」といいます。）を対象とした採用活動を支援するインターネット上のサイト（PCサイト ht tp: //dm-nav i. jp および携帯サイトを含みます。）および当該サイトに付随する各種採用業務支援サービスの総称をいい

ます。（2）採用活動管理システム（以下「管理システム」といいます。）：応募学生のプロフィール閲覧、個々の学生等の選考結果データ等の一元管理を、事業者の端末からインターネット経由で事務局のデータベースサー

バにアクセスすることにより、行うことが可能な DREAM-MATCH NAVI の専用採用活動管理システムをいいます。（3）求人票登録システム：事業者の求人条件（第 3 条第 1 号の定義に従います。）の登録を事業者の端末

からインターネット経由で事務局のデータベースサーバにアクセスすることにより、行うことが可能な DREAM-MATCH NAVI の専用登録システムをいいます。（4）採用活動サポートセンター：DREAM-MATCH NAVI に付随

して提供されるサービスで、事業者からの DREAM-MATCH NAVI の操作方法その他 DREAM-MATCH NAVI に関する問合わせの受付を行うコールセンター組織をいいます。（5）学生等：DREAM-MATCH NAVIを通じて

事業者に正社員（契約社員をふくみます）として就職するための応募等を行う新規学卒者等をいいます。（6）理系限定企画：DREAM-MATCH NAVI の中で、事業者が理系学生（学生等のうち、本サービスへの登録時に

理系学部在籍として登録がなされた学生）の求人を希望する場合に利用するサービスをいいます。

第 3 条（DREAM‐MATCH NAVI の内容）
DREAM-MATCH NAVI の内容は、次のとおりとします。

（1）事業者は、DREAM-MATCH NAVI の提供期間中、事務局に対して、事業者の会社情報、面談予定日、採用を希望する人材要件および労働条件等（以下、総称して「求人条件」といいます。）を管理システム、または電子メー

ルを利用する方法により提供します。（2）事務局は、DREAM-MATCH NAVI において、DREAM-MATCH NAVI の会員として登録した新規学卒者等が、事業者より提供された求人条件を閲覧および告知された面接へ応募等

を可能にします。（3）事業者は、学生等に対して、管理システムを利用して連絡を取り、自らの責任で面接等選考の上、適当と認めた場合には、事業者の責任において当該応募者を事業者の従業員として雇用します。ただし、本サー

ビスの結果、応募者を雇用する場合には、応募者を期間の定めのない正社員として雇用するか、契約社員として雇用するかに限るものとし、派遣社員・アルバイト・パートタイマー・業務委託等として採用してはならないものと

します。（4）事業者は前項に基づき学生等の内定を決定した場合、事務局に対して、内定を決定した事実を確認するため管理システムにおける学生詳細入力画面に速やかに内定を決定した旨入力します。（以下「内定確認」

といいます。）また事業者は 2011年 3月2 2日までに学生の選考、および内定打診を終えるものとします。（5）事務局は、事業者の提供する求人条件が、事務局に提供された情報（学生等が提供した情報を含みますがこれに限

られません）が実態と異なると判断した場合、および法令に違反し、賃金、労働時間などの労働条件が法定の労働条件と比べて著しく不適当であると判断した場合には、申し込みをお断り又は DREAM-MATCH NAVI のご利

用停止又は以後のご利用をお断りする場合があります。

第 4 条（DREAM-MATCH NAVI の利用申込） 　
1. 事業者は、下記のすべて満たすことが、DREAM-MATCH NAVI の参画条件となります。 

○従業員数は300人以下の企業  ○2011年3月卒の新卒向け商用採用サービスを利用して採用活動を行っていないこと  ○「健康保険」「厚生年金」「雇用保険」「労働者災害補償保険（労災）」のすべてに加入していること 

2. 事業者は、DREAM-MATCH NAVI の利用にかかる申込を行う場合には、DREAM-MATCH NAVI の仕組みおよび DREAM-MATCH NAVI により提供されるサービスの内容を理解・承諾の上、所定の申込書によ

り申し込むものとします。

第 5 条（契約の成立）
1. 前条の事業者によるDREAM-MATCH NAVI の利用にかかる申込みがなされ、事務局が事務局の取引基準に基づく審査により、適格と判断した場合において、事務局による承諾の意思表示が事業者に到達した時をもって、

事務局と事業者の間に本契約が成立するものとします。事務局は、本契約の成立によっても、事務局が提供する DREAM-MATCH NAVI 以外の求人関連サービス利用のための取引基準に基づく審査においても、事業者が

適格と判断されることを保証するものではありません。2 . 事業者は、本約款の内容を理解しこれに同意した場合に限り、DREAM-MATCH NAVI を利用することができるものとします。なお、事務局は、事業者の求人票登

録システムの初回ログイン時に、当該画面上で、事業者に対し本約款を明示するものとし、同意ボタンがクリックされたことをもって、事業者が本約款に同意したものとみなします｡

第 6 条（DREAM-MATCH NAVI の利用）
1. 事業者は、DREAM-MATCH NAVI を利用するにあたり、本約款に規定する事項を遵守するものとします。なお、事務局は、DREAM-MATCH NAVI につき、自己の判断により事業者への通知をもって適宜変更することがで

きるものとします。2. 事務局は、事業者が DREAM-MATCH NAVIを利用するにあたり、事業者に対し、予め事務局が必要と判断するDREAM-MATCH NAVI 内容の詳細・利用方法等についての資料を配布するものとします。

第10 条（差別的取扱いの禁止について）
事業者は、第 3 条第 3 号に定める採用選考の際、DREAM-MATCH NAVI における学生等を国籍、年齢、性別その他属性により差別的に取り扱いません。

第 7 条（DREAM-MATCH NAVI 利用企業ＩＤ・パスワードおよび初回ログイン用キーワード）
1．事務局は、本契約が成立した場合には、事業者に対し、DREAM-MATCH NAVI の利用にかかるＩＤおよびパスワード（以下「ＩＤ等」といいます。）を発行するものとします。また、事業者は、初回ログイン時のみ使用するキー

ワード（以下「あいことば」といいます。）を事業者自身で設定するものとします。2．事業者は、個人情報保護およびセキュリティ保持の必要上、あいことばおよびＩＤ等について厳重な管理義務を負うものであり、第三者

にあいことばおよびＩＤ等を譲渡または貸与もしくは開示等してはならないものとします。ただし、事業者が事務処理の必要性からＩＤ等を業務委託先に使用させる場合には、事務局に対して事前通知のうえ、事業者の一切

の責任においてこれを行うものとし、それにかかる事故等に関し、事務局は何らの責任も負わないものとします。3．事務局または事業者の都合によりあいことばおよびＩＤ等を再発行する場合には、事務局は、情報セキュリティ

の観点から事業者にかかる認証を行うことができるものとします。なお、事業者は、ＩＤ等の再発行にかかる事務処理は一定の時間を要し、事務局が即時の再発行には応じられないことを予め承諾します。

第 8 条（DREAM-MATCH NAVI への求人条件の掲載）
1．事業者は、求人条件を事業者の端末等から求人票登録システムに直接登録し、事務局が内容確認を行った後、DREAM-MATCH NAVI に掲載することができるものとします。この場合、事業者は、事務局の定める掲載基準（以

下「掲載基準」といいます。）を遵守の上、求人条件を自己の責任と判断において適宜登録するものとします。2．事務局は、事業者が求人条件を登録した場合には、当該求人条件の内容が掲載基準に適う内容であるか否か

を確認することができるものとし、登録された当該求人条件の内容が掲載基準に適うものであると事務局が判断した場合には、当該事業者が予め希望した掲載日に当該求人条件を掲載するものとします。3．事業者が登録した

求人条件が掲載基準に反する場合または事実に反すると事務局が判断した場合には、事務局は、登録された求人条件の掲載を保留し修正を求める権利を有します。この場合、事業者が当該求人条件の掲載を希望する場合には、

事業者は、掲載基準を満たした内容に修正の上、事務局宛にその旨申請するものとし、事務局は、掲載基準に適う内容であることを確認の上掲載（以下「再掲載」といいます。）を行うものとします。4．掲載された求人条件

が掲載基準に反することまたは事実に反することが明らかになった場合には、事務局は、掲載されている求人条件の掲載を中止し修正を求める権利を有します。この場合の当該求人条件の再掲載についても 3 項と同様とします。

5．事業者が、求人条件の一部として第三者の作成した原稿を使用する場合には、事業者の責任と費用で、かかる原稿の使用に関する権利処理をし、事務局は一切責任を負わないこととします。万一、当該原稿に関する著作

権に関して第三者との間でトラブルが生じた場合には、事業者が対応し事務局を免責することとします。

第11条（会員登録情報および機密情報の目的外利用の禁止）
1．事業者は、学生等が事業者に提供した応募内容およびその他の個人情報（以下あわせて「会員登録情報」といいます。）を採用活動の遂行目的にのみ使用するものとし、その他の目的（商業目的であると否とを問わない。）

に一切使用しないものとします。2．事業者は、会員登録情報を機密として厳重かつ適正に取扱うものとし、学生等の本人の同意を得た場合を除き、第三者に開示または漏洩しないものとします。3．事業者による会員登録

情報の使用および管理に関し、学生等その他の第三者から事務局に対して訴訟提起その他のクレームがなされた場合、かかるクレームや訴訟に対して、事業者は一切の責任と費用でこれを解決するものとし、事務局が一切

の責任を負わないことに同意するものとします。4．事業者は、DREAM-MATCH NAVI の利用を通じて知りうる事務局の一般に公開していない情報（DREAM-MATCH NAVI に関する情報・しくみ・ノウハウ・プログラムソー

ス等を含む）の一切を第三者へ開示・漏洩もしくは事業者自らのために利用してはならないものとします。5．事業者およびその委託先は、事務局から請求があったとき、本サービスが終了したとき、もしくは本サービスの利

用目的が終了した場合は、速やかに事務局から受領した会員登録情報を、事務局の指示に従い、返却、廃棄等を行うものとします。6．事業者は、DREAM-MATCH NAVI の操作を第三者に委託する場合も本条項と同等の

義務を当該第三者に負わせるものとします。ただしそれにより事業者の責を免れるものではありません。

第 9 条（禁止事項）
1．事業者は、DREAM-MATCH NAVI 有効期間中および有効期間終了後において、事務局に対して通知することなく学生等と直接連絡をとり、または学生等の採用を行ってはなりません。2．事業者は、可能な限り速やか

に学生等の選考を行うものとし、合理的な理由もなく一人の学生等に対する選考を長引かせるような選考活動を行ってはならないものとします。その一環として、事業者は DREAM-MATCH NAVI を通じて連絡を取るにいたっ

た学生との面談以降の同人の採用に関する検討状況（最終選考結果を含みます。）を、面談実施の日から起算して 1 週間以内に事務局に通知するものとし、当該通知を怠ったと事務局が判断した場合は、事務局は事業者

に DREAM-MATCH NAVI のご利用をお断りすることができます。3．事業者は、書面であると否とを問わず採用の意志を事務局に通知した場合には、当該学生等について当該内定の取消を行ってはならないものとします。

4．事業者は、自社のための採用活動を行うものとし、DREAM-MATCH NAVI を利用して選考の対象となった学生等について、自己の関連会社を含む他社への紹介等を行ってはならないものとします。5．事業者は、

DREAM-MATCH NAVI を利用する学生等を、第 3 条（3）ただし書きに定めるアルバイト等として採用してはならないものとします。6．事業者は、セキュリティ保持の必要性に鑑み、事業者の自動巡回プログラム等により

DREAM-MATCH NAVI に関するシステムの全部または一部に過負荷をもたらすおそれのある行為を行ってはなりません｡万一事業者が当該行為を行った場合、事務局はこれに対し事前予告なくして遮断措置等技術上の措置を

講じることができるものとし、これにより事業者に損失が生じた場合でも事務局は何ら責任を負わないものとします。7．本条に定める、禁止行為が発覚し実態として事業者が学生等を採用したと事務局が判断した場合、事

務局の判断により事業者に対して、DREAM-MATCH NAVIまたはリクルートの提供する他の求人サービス（リクナビ、リクナビ NEXT を含むがこれに限りません。）の提供をお断りさせていただくことがあります。
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第14 条（保守作業等によるDREAM-MATCH NAVI の運営の一時的な停止および終了）
1．事務局は、次の各号に該当する場合には事業者への事前の通知や承諾なしに、DREAM-MATCH NAVI の一時的な運営の停止を行うことがあり、事業者は、これを予め承諾します。 （1）DREAM-MATCH NAVI にかかるサー

バの保守または DREAM-MATCH NAVI の仕様の変更もしくはシステムの瑕疵の修補等を行う場合 （2） 天災地変その他非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがあり、または法令等の改正・成立によって

DREAM-MATCH NAVI の運営が困難または不可能になった場合 （3） 上記各号の他、事務局がやむを得ない事由により DREAM-MATCH NAVI の運営上一時的な停止が必要と判断した場合　2．前項に定める

DREAM-MATCH NAVI の一時的な運営の停止により、事業者が掲載を希望する求人条件の DREAM-MATCH NAVI 上への反映の遅れまたは学生等からの会員登録情報の更新の遅れが生じた場合でも、事務局は、何ら責

任も負わないものとします。3．事務局は、1ヶ月前に管理システムにおいて事業者に告知することによって、DREAM-MATCH NAVI の提供を長期的に中断および終了することができるものとします。

第15 条（インターフェイスの変更）
事業者は、事務局がDREAM-MATCH NAVI を取り巻くシステム環境の変化、DREAM-MATCH NAVI のシステムにかかる瑕疵の修捕、DREAM-MATCH NAVI 利用上の不都合または多数の事業者からの要請等により、

事業者への事前の通知なくインターフェイスを変更する場合があることおよび当該変更の結果変更後のインターフェイスと DREAM-MATCH NAVI またはあらかじめ事務局から配布した DREAM-MATCH NAVI にかかる資

料の表示等が異なる事態が生じることを予め承諾します。

第16 条（当社の機密保持義務）
1．事務局は、事業者のDREAM-MATCH NAVI の利用により、事業者の求人条件を機密として厳重かつ適正に取り扱うものとし、当該事業者の同意を得た場合および日本商工会議所によるDREAM-MATCH NAVI 利用状況

の確認の目的でなされる求人情報の開示を除き、第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし、事務局は会社情報等および次項に規定する個人情報をもとに当該事業者の個社および学生等の個人を特定できない形

式による統計データ等を作成し、当該統計データ等につき何らの制限なく利用することができるものとします。2．事務局は、事業者から管理を委託された個人情報（別途定める「プライバシーポリシー」の定義に従うものとし、

以下「個人情報」といいます。）を機密として保持し、事業者の事前の書面による承諾なく、個人情報の複写、破壊、改竄、第三者への開示および漏洩、情報開示目的以外での利用を行いません。3．事務局は、学生等の個

人情報を事務局サーバにて適正に管理し、事業者が管理システムに初回ログインした日からDREAM-MATCH NAVI サービス終了後一定期間保持した後、適正に廃棄するものとします。4．事務局は、個人情報取扱いに関する

管理責任者を選定し、業務遂行上個人情報を取り扱うことが必要な従業者（事務局との雇用関係の有無を問いません。）のみ個人情報を取扱わせるものとします。5．事務局は、業務上必要な範囲内でのみ第三者に個人情報

を取り扱う業務の全部または一部を委託することができるものとします（以下、かかる第三者を「委託先」といいます。）。ただし、その場合、事務局は、本条における事務局の義務と同等の義務を委託先にも負わせるものとします。

6．事務局は、事業者から個人情報の管理体制についての報告を求められた場合、第三者の個人情報の秘匿性を害することがない方法および内容で、事業者に対して当該報告を行うものとします。

第19 条（契約期間・解除）
1．DREAM-MATCH NAVI の提供期間は、契約の成立日より 2011 年 3 月 22 日までとします。事業者は、事務局に対してDREAM-MATCH NAVI の提供期間を超えた新たなDREAM-MATCH NAVI の提供を依頼しないものと

します。ただし、事務局が事業者向け管理システムにおいて事業者に対しDREAM-MATCH NAVI の期間延長を事前に告知した場合はこの限りではなく、延長した期間についても、本来の提供期間と同様に本約款を適用する

ものとします。2．前項にかかわらず、事務局または事業者は、相手方が次の各号に該当するときには、相手方に対し口頭または書面にて通知を行うことにより、即時に本契約を解除またはDREAM-MATCH NAVI の一定期間

の利用を停止することができます。（1）本約款の規定に違反したとき（2）相手方の信用を傷つけたとき（3） 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、特別清算、会社更生を自ら申し立ても

しくは申し立てを受けたとき（4） 手形・小切手の不渡処分を受け、またはその他支払い不能となったとき（5） 事業の全部または重要な部分を他に譲渡したとき（6） 合併等により経営環境に大きな変化が生じたとき（7） 信用

に不安が生じたとき（8） 事業を廃止したとき、または清算にはいったとき（9）事業者が内定の取消または採用中止その他学生等の差別的な取扱いまたは言動等、採用活動上望ましくない行為を行ったとき（10）事業者が法

令違反その他社会的合意に反する行為等を行ったことにより事務局がDREAM-MATCH NAVI に求人条件を掲載することが望ましくないと判断したとき（11）その他本約款に定める事項を遂行できる見込みのなくなったとき 3．

事務局は、前項各号に定める事項の他、第三者からの苦情または事業者に起因するトラブル等から、事業者によるDREAM-MATCH NAVI の利用が、事務局またはDREAM-MATCH NAVI の信用等に影響を及ぼす可能性があ

ると判断した場合には、事業者に対し通知することにより、本契約を即時に解除することができるものとします。4．事業者は、前 2 項の規定により本契約を解除された場合には、期限の利益を喪失し、直ちに事務局に対する

一切の債務を弁済するものとします。

第17 条（事務局の免責）
1．事業者は、自己の責任によりDREAM-MATCH NAVI を利用するものとし、事務局は、本契約もしくはその履行およびDREAM-MATCH NAVI の利用に関して事業者につき生じた損害について、事務局の故意または重大な

過失による損害であることが明白な場合を除き、何らの賠償義務を負わないものとします。なお、事務局が責任を負う場合であっても、かかる責任は、事業者が蒙った直接かつ通常の損害の範囲に限られ、かつ事業者の本契

約に基づく支払済みの対価相当額を上限とします。2．事務局は、前項にかかわらず、第 11 条の義務に違反し、個人情報の帰属主体（以下「本人」といいます。）に損害を与えた場合には、本人に対する責任を負うものとし、

事業者が本人からの請求に応じて損害賠償をした場合、その賠償金相当額を事業者に対して支払うものとします。ただし、事業者が本人から損害賠償の請求を受けた後直ちに事務局に対してその旨通知し、事務局に対して紛

争解決にあたる機会を与えなかった場合はこの限りではありません。3．事務局は、天災地変その他不可抗力（事務局の責めに帰すべき事由によらない回線の輻輳、回線の障害、サーバダウン等を含みます。）により事業者に

生じた損失につき、何らの責任も負わないものとします。4．事務局は、業務上通常要求される程度の合理的な措置を事務局が講じていたにも関わらず、事業者または第三者の責めに帰すべき事由により事業者に生じた損失（①

ウイルスによるサーバダウン、システム障害、データの流出・損壊および誤った情報の掲載、②ハッキングによるサーバダウン、システム障害、データの流出・損壊および誤った情報の掲載、③プロバイダのダウン、④事業者の操

作ミスによるデータの流出・損壊、採用機会の損失および誤った情報の掲載並びに⑤システム環境の変化による障害、DREAM-MATCH NAVI にかかるシステムの瑕疵などを含みます。）につき、何らの責任も負わないものとし

ます。5．事務局は、事業者に対し誠意をもって本業務を行うことを保証しますが、事業者の人材の確保については保証しないものとします。また、事務局は、本サービスの内容が職務経験のない新卒採用である趣旨に鑑み、本サー

ビスを利用して採用した応募者について、将来事業者が期待するであろう能力を保証しないものとします。また、事務局は、事業者に提供する会員登録情報が当該応募者の責任において作成されるものであるという性質に鑑み、

その内容の真実性・有効性についても保証しないものとし、事業者と学生等の間に生じたトラブルについて、なんらの責任も負わないものとします。

第18 条（権利義務譲渡の禁止）
事業者は、本契約上の地位に基づく一切の権利義務を、事務局の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡もしくは貸与し、または担保に供してはならないものとします。

第 21条（合意管轄）
本約款および本契約は日本法を準拠法とし、本契約に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第 22 条（協議解決）
本約款および運用ルール等の解釈に疑義が生じた場合、または本約款および運用ルール等に規定されていない事項については、事務局と事業者は、協議の上円満に解決するものとします。

第 23 条（存続条項）
第 19 条に定める契約期間終了後も、第 11 条、第 16 条、第 17 条、第 21 条および本条は有効に存続するものとします。

第 20 条（約款の変更）
1．事務局は、本約款について重要な変更を行う場合には、変更内容・条件等（以下「変更条件」といいます。）の適用開始日の 7日以上前から適用開始日まで、変更条件を事業者向け管理システムにおいて掲載するものとします。

2．事業者は、変更条件を承諾しない場合には、当該変更条件の掲載日より７日以内に、書面にて事務局に対して通知しなければなりません。3．事務局が前項の通知を受領した場合は、当該変更条件適用開始日の前日をもっ

て本契約は終了するものとします。4．前項の規定により本契約が終了する場合を除き、本約款は、適用開始日に、当該変更条件どおりに当然に変更されるものとします。

第12 条（求人条件等の開示・提供について）
事業者は、事前に開示・提供を希望しない旨を明示した場合を除いて、事業者が求人条件および事務局が事業者から提供された情報、一般的に公開されている事業者の企業情報を、事務局が応募者を募集するために WEB 

サイトおよび電子メール等により開示・提供することに同意します。

第13 条（採用活動サポートセンターによるサービス）
事務局は、採用活動サポートセンターにおいて、事業者のために事業者の DREAM-MATCH NAVI の操作方法その他 DREAM-MATCH NAVI に関する電話による問合せの受付を行うものとします。採用活動サポートセンター

の受付時間は、事務局が別途定めるところに従います。

附則：2010 年 5月17日作成・施行
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株式会社リクルートは、情報誌、インターネット、モバイル、さらにはイベントやカウンターサービスなど多様なメディアを活用し、人生・生活のさまざまなシーンにおいて、企業や個人の「まだ、ここにない、出会い」の場を提供して

います。当社では事業運営上多くのお客様や従業者の個人情報を取扱うこととなるため、当社倫理綱領に基づいて本方針を定め、個人情報管理体制を確立し、企業として責任ある対応を実現するものとします。

方針 1.　個人情報の利用の目的をできる限り特定し、当該目的の達成に必要な範囲内で適切に取扱います。また、目的外利用を行なわないための措置を講じます。

方針 2.　個人情報は、適法かつ適正な方法で取得します。

方針 3.　個人情報は、本人の同意なく第三者に提供しません。

方針 4.　個人情報の管理にあたっては、漏洩・滅失・毀損の防止及び是正、その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるよう努めます。

方針 5.　個人情報の取扱いにあたっては、その情報を提供した本人が適切に関与し得るよう努め、可能な限り正確かつ最新の内容に保つよう努力します。

方針 6.　個人情報保護に関する法令を遵守し、また個人情報保護に関する社内規程を定め、継続的な見直しを行い遵守します。

方針 7.　個人情報保護に関する苦情及び相談に対応する窓口を設けて、適切に対応するよう努めます。

株式会社リクルート　代表取締役社長　柏木　斉

附則：2002 年 04月17日制定・施行 / 2003 年 04月 02日改定 / 2004 年 04月 01日改定 / 2005 年 12月15日改定 / 2007 年 06月 06日改定 / 2008 年 03月 05日改定

個人情報保護方針個人情報保護方針

株式会社リクルート（以下「リクルート」といいます）は、DREAM-MATCH NAVI の採用活動管理システム（以下「管理システム」といいます）をご利用になる方（以下「ユーザー」といいます）のプライバシーを尊重し、ユーザー

の個人情報（以下の定義に従います）の管理に細心の注意を払い、これを取扱うものとします。

（1）個人情報
個人情報とはユーザー個人に関する情報であって、当該情報を構成する氏名、企業名、電話番号、メールアドレスその他の記述等により当該ユーザーを識別できるものをいいます。またその情報のみでは識別できない場合でも、

他の情報と容易に照合することができ、結果的にユーザー個人を識別できるものも個人情報に含まれます。

（2）個人情報の利用目的
個人情報の利用目的は以下の通りです。利用目的を超えて利用することはありません。

A. 管理システムおけるユーザーへのサービス提供および個人認証　B. 求職者への採用活動を目的とした個人情報提供　C. リクルートによるサービスの向上等を目的としたアンケート等の実施　D. リクルートによる求職者か

らの連絡の代行　E. お問い合わせに対する適切な回答

（3）個人情報提供の任意性
管理システム内の各サービスの実施においてそれぞれ必要となる項目を入力いただかない場合は、各々のサービスを受けられない場合があります。

（5）第三者提供に関する免責事項
次の各号の場合は、第三者による個人情報の取得に関し、リクルートは何らの責任を負いません。

A. ユーザー自らの意思により第三者に個人情報を明らかにする場合　B. ユーザーご本人以外がユーザー個人を識別できる情報（ＩＤ・パスワード等）を入手した場合

（6）個人情報処理の外部委託
リクルートは、個人情報を取り扱う業務の一部または全部を外部委託することがあります。なお、委託先における個人情報の取扱いについてはリクルートが責任を負います。

（7）統計処理されたデータの利用
リクルートは、提供を受けた個人情報をもとに、個人を特定できないよう加工した統計データを作成することがあります。個人を特定できない統計データについては、リクルートは何ら制限なく利用することができるものとします。

（9）個人情報の正確性
リクルートは、ご提供いただいた個人情報を正確にデータ処理するように努めます。ただし、ご提供いただいた個人情報の内容が正確かつ最新であることについては、ユーザーが責任を負うものとします。

（11）個人情報の管理について
リクルートは、その管理下にある個人情報の紛失、誤用、改変を防止するために、適切なセキュリティ対策の実施に努めています。個人情報は、一般の利用者がアクセスできない安全な環境下に保管しています。

（12）本人確認について
リクルートは、個人情報の開示、訂正、削除もしくは利用停止の求めに応じる場合など、個人を識別できる情報（氏名、住所、電話番号、生年月日、メールアドレス、会員番号、パスワードなど）により、本人であることを確認します。

ただし、本人以外が個人を識別できる情報を入手し使用した場合、リクルートは責任を負いません。

（13）個人を特定しない属性情報・行動履歴の取得及び利用について
リクルートは、ユーザーのプライバシーの保護、利便性の向上、広告の配信、及び統計データの取得のため、Cook ie を使用します。また、リクルートは、Cook ie や JavaScr ip t 等の技術を利用して、会員登録時等にご

提供いただいた情報のうち年齢や性別、職業、居住地域など個人が特定できない属性情報（組み合わせることによっても個人が特定できないものに限られます）や、サイト内におけるユーザーの行動履歴（アクセスした

URL、コンテンツ、参照順等）を取得することがあります。ただし、Cook ie 及び行動履歴には個人情報は一切含まれません。

（14）個人情報管理責任者
ユーザーの個人情報は、以下の者が責任をもって管理するものとします。

株式会社リクルート　DREAM-MATCH PROJECT 事務局 プロジェクト・リーダー　個人情報管理に関するお問合せ先：03-5365-2111

（15）プライバシーポリシーの変更
リクルートは、法令等の定めがある場合を除き、プライバシーポリシーを随時変更することができるものとします。

（10）機微な個人情報の収集制限
リクルートは、次に示す内容を含む個人情報の収集は原則として行いません。ただし、ユーザーが自ら提供した場合は、本人の同意があったものとみなします。

A．思想、信条及び宗教に関する事項　B．人種、民族、門地、本籍地（所在都道府県に関する情報を除く）、身体、精神障害、犯罪歴、その他社会的差別の原因となる事項　C．勤労者の団結権、団体交渉及びその他

団体行動の行為に関する事項　D．集団示威行為への参加、請願権の行使、及びその他政治的権利の行使に関する事項　E．保健医療及び性生活

（8）個人情報の変更等
ユーザーは、管理システムにおいて登録した個人情報をいつでも閲覧、訂正、追加または削除、利用停止することができます。また、原則としてユーザー本人に限り、「個人情報の利用目的」の通知を求めることが出来るも

のとします。具体的な方法については下記お問い合せ先よりお願いいたします。ただし、ユーザー本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利・利益を害するおそれがある場合、本サービスの適正な実施に著しい支

障を及ぼすおそれがある場合、他の法令に違反することとなる場合には、開示に応じないことがあります。

（4）個人情報の第三者への提供
リクルートは、原則として、ユーザーご本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供しません。提供先・提供情報内容を特定したうえで、ユーザーの同意を得た場合に限り提供します。ただし、以下の場合は、関係法令に

反しない範囲で、ユーザーの同意なく個人情報を提供することがあります。

A. ユーザーが第三者に不利益を及ぼすと判断した場合　B. 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、ユーザーご本人の承諾を得ることが困難である場合　C. 国の機関若しくは

地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合で、ユーザーご本人の同意を得ることによりその事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合　D. 裁判所、検察

庁、警察、弁護士会、消費者センターまたはこれらに準じた権限を有する機関から、個人情報についての開示を求められた場合　E. ユーザーご本人から明示的に第三者への開示または提供を求められた場合　F. 法令により

開示または提供が許容されている場合　G. 利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報取扱い業務の一部または全部を委託する場合　H.合併その他の事由による事業の承継に伴い個人情報を提供する場合であって、

承継前の利用目的の範囲で取り扱われる場合

プライバシーポリシープライバシーポリシー

※株式会社リクルートは「プライバシーマーク」使用許諾事業者として認定されています。
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附則：2010 年 5月17日施行

第1条（規約の適用）
1. DREAM-MATCH LIVEは、経済産業省の補助を元に「中小企業採用力強化事業」を手掛ける日本商工会議所から、株式会社リクルート（以下「リクルート」といいます。）が委託を受け、DREAM-MATCH PROJECT 事務局（以

下事務局といいます。）として運営する、2011 年 4 月入社の新規学卒者等の採用を予定する中小企業による新卒学生等の正社員（社員及び契約社員を含みます。）採用を支援することを目的としたイベント（次条第 1 号に定義し、

以下「イベント」といいます。）です。2. イベント参加利用規約（以下「本規約」といいます。）は、DREAM-MATCH PROJECT 事務局（株式会社リクル－ト）と「イベント」の参加にかかる契約（以下「本契約」といいます。）を

締結する事業者（以下「事業者」といいます。）に対して適用されるものとします。3. 事務局は、本規約に基づき事業者にイベントに関連するサービスを提供するものとし、事業者は、本規約に定める義務を誠実に履行するものとします。

第 2 条（基本用語の定義）
1. 本規約において使用する基本用語の定義は、次のとおりとします。

（1）イベント：事務局が運営・開催する、新卒採用支援のために会場を提供し企業の採用担当者が実際に学生等（本条第２号に定義します。）と接触する場をいいます。

（2） 学生等：イベントに参加する、採用を希望する新卒学生等をいいます。

第 3 条（イベントの参加条件及び申し込み）
1. 事業者は、下記の条件をすべて満たすことがイベントの参画条件となります。

○従業員数は 300 人以下の企業　○2011年 3月卒の新卒向け商用採用サービスを利用して採用活動を行っていないこと　○「健康保険」「厚生年金」「雇用保険」「労働者災害補償保険（労災）」のすべてに加入していること

2．イベントの参加にかかる申し込みを行う場合には、イベントの内容および本規約の内容を理解・承諾の上、事務局所定の申込書により申し込むものとします。

第 4 条（契約の成立）
前条の規定によりイベントの参加にかかる申し込みがなされた場合、事務局は当該申込にかかる事業者について事務局の取引基準に基づく審査を行います。かかる審査の結果、事務局が当該事業者を適格と判断した場合、事

務局は承諾の意思表示をし、その意思表示が当該事業者に到達した時をもって、事務局と当該事業者の間に、本規約に基づく本契約が成立するものとします。申し込みが当該イベントの予定参加企業数を超えた場合には、

先着順とし、当該事業者を適格と判断した場合でも、事務局は承諾しない場合があります。事業者は、イベントに参加するにあたり、本規約に規定する事項を遵守するものとします。なお、事務局が別途事業者に対して提示

するイベントに関する規約・マニュアル等も本規約の一部を構成するものとします。

第 5 条（イベントへの参加）
1. 事業者は、イベント当日は事務局のスタッフの指示に従い、事務局が別途提示した禁止事項を行ってはならないものとします。2. 事業者が委託業務遂行に際して事務局より備品等の貸与を受けた場合、事業者は、その備品

等を善良なる管理者の注意をもって使用および 管理するものとします。また事業者は、イベント終了後は遅滞なく貸与された備品等を事務局に返却します。3. 事業者は、イベントへの参加にあたって、事務局に損害を与えた場合、

その損害を賠償するものとします。4. 事業者は、イベントへの参加にあたり、当該事業者のブース等当該事業者がイベント参加に際して管理および利用を行う領域内（以下「事業者ブース領域」といいます。）において学生等

の安全を確保する義務を負うものとし、当該事業者の事業者ブース領域において学生等を含む第三者に損害が生じた場合、当該事業者の責任によってその損害を賠償するものとし、事務局は何らの責任も負わないものとします。

5. 事務局は、出展内容がイベントの主旨にそぐわないと判断した場合、イベント当日に出展をお断りすることがあります。この場合、事務局は 事業者に対して何らの責任も負わないものとします。

第 6 条（機密情報および個人情報の目的外利用の禁止）
1. 事業者は、採用に関して必要な範囲内で学生等の個人情報を収集および利用するものとし、当該個人情報を関連法令に則り適切に管理するものとします。2. 事業者は、イベントへの参加にあたり前項の管理の一部または

全部を第三者に委託する場合であっても前項と同等の義務を当該第三者に負わせるものとし、事業者は委託により前項に定める義務を免れるものではありません｡

第 7 条（キャンセル料及び支払方法）
1. 事業者は、第 4 条に定める契約の成立後に参加をキャンセルする場合は、事務局が別途定めるキャンセルポリシーに則ってキャンセル料を支払うものとします。2. 事業者は、事務局が別途定めるキャンセルポリシーに従っ

てキャンセル料が発生し、事務局が当該キャンセル用の請求書を発行及び送付した場合、請求書に記載された支払期日までに事務局の指定する金融機関の口座への振り込みにて本件料金を支払うものとします。なお、支払に

かかる手数料は、事業者の負担とします。

第 8 条（事務局の機密保持義務）
1. 事務局は、事業者の会社情報を厳重かつ適正に取り扱うものとし、当該事業者の同意を得た場合を除き、求人広告掲載目的以外で第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし、事務局は、会社情報等事業者が事

務局に提供した情報および個人情報を、集計・分析し、個人を識別・特定できないように加工した上で統計データ等を作成し、当該統計データ等につき何らの制限なく利用（事業者への提案、市場の調査、新サービスの開発

を含みますがこれらに限られません。）することができるものとし、事業者はこれを承諾します。

第 9 条（不可抗力等による開催中止等）
事務局は、以下の各号に定める場合、イベントの開催を中止することがあります。この場合、事務局はイベントの開催中止によって事業者に生じた一切の損害について何らの責任も負わないものとします。

（1）天災地変、疫病、戦争、暴動、内乱、テロ、ストライキ、ロックアウト、輸送機関・通信回線の事故、政府機関の介入、行政命令若しくは規則、その他事務局の責めに帰すことができない不可抗力によるやむを得ない事情

が発生した場合

（2）事務局がイベントを開催することが適切ではないと判断した場合事務局は、前項第 1 号記載の不可抗力によるやむを得ぬ事情により会期または開場時間を変更することがあります。この場合、事業者は、かかる変更を理由

として出展申込の取消、出展解約はできないものとします。また、事務局は、これにより事業者に生じた一切の損害について何らの責任も負わないものとします。

第 11 条（権利義務譲渡の禁止）
1. 事業者は、本契約上の地位に基づく一切の権利義務を、事務局の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡もしくは貸与し、または担保に供してはならないものとします。

第 10 条（事務局の免責）
1. 事業者は、自己の責任によりイベントへ参加するものとし、事務局は、本契約もしくはその履行、イベントへの参加に関して事業者につき生じた損害について、事務局の故意または重大な過失による損害であることが明白な

場合を除き、何らの責任を負わないものとします。なお、事務局が責任を負う場合であっても、かかる責任は、直接かつ通常の損害の範囲に限られます。2. 事務局は、天災地変、疫病、戦争、暴動、内乱、テロ、ストライキ、ロッ

クアウト、輸送機関・通信回線の事故（事務局の責めに帰すべき事由によらない回線の輻輳、回線の障害、サーバダウン等を含みます。）、政府機関の介入、行政命令若しくは規則、その他事務局の責めに帰すことができな

い不可抗力により事業者に生じた一切の損害につき、何らの責任も負わないものとします。3. 事務局は、取り扱い業務において通常要求される程度の合理的な措置を事務局が講じていたにもかかわらず、事業者または第三者

の責めに帰すべき事由により生じた損害（①ウイルスによるサーバダウン、システム障害、データの流出・損壊および誤った情報の掲載、②ハッキングによるサーバダウン、システム障害、データの流出・損壊および誤った情報

の掲載、③プロバイダのダウン、④事業者の操作ミスによるデータの流出・損壊、採用機会の喪失および誤った情報の掲載ならびに⑤システム環境の変化による障害などを含みますがこれらに限られません。）につき、何らの責

任も負わないものとします。4. 事務局は、事業者に対し、学生等の採用の確実性、イベント参加による効果に関する何らの保証も行わないものとします。5. 事務局は、事業者と学生等の間に生じた一切のトラブルについて、

何らの責任も負わないものとします。

第 12 条（契約期間・解除）
1. 本契約の有効期間（以下「契約期間」といいます。）は、契約の成立日よりイベント当日までとします。ただし、第 5 条第 3 項、同条第 4 項、第 7 条、第 10 条および第 13 条は本契約終了後もなお有効に存続するものとします。

2. 前項にかかわらず、事務局または事業者は、相手方が次の各号の一に該当するときには、相手方に対し通知を行うことにより、即時に本契約を解除することができます。

（1）本規約の規定に違反したとき

（2）相手方の信用を傷つけたとき

（3）差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、特別清算、会社更生を自ら申し立てもしくは申し立てを受けたとき

（4）手形・小切手の不渡処分を受け、またはその他支払不能となったとき

（5）営業の全部または重要な部分を他に譲渡したとき

（6）合併等により経営環境に大きな変化が生じたとき

（7）信用に不安が生じたとき

（8）営業を廃止したとき、または清算にはいったとき

（9）事業者が内定の取消または採用中止その他学生等の差別的な取り扱いまたは言動等、採用活動上望ましくない行為を行ったとき

（10）事業者が法令違反その他社会的合意に反する行為等を行ったことにより事務局がイベントに参加することが望ましくないと判断したとき

（11）その他本規約に定める事項を遂行できる見込みのなくなったとき

事務局は、前項各号に定める事項の他、第三者からの苦情または事業者に起因するトラブル等から、イベントまたは事務局の信用等に影響を及ぼす可能性があると判断した場合には、事業者に対し通知することにより、本

契約を即時に解除することができるものとします。

3. 事業者は、前 2 項の規定により本契約を解除された場合には、期限の利益を喪失し、直ちに事務局に対する一切の債務を弁済するものとします。

第 13 条（準拠法・合意管轄）
本規約および本契約は日本法を準拠法とし、本契約に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第 14 条（協議解決）
本規約および運用ルール等の解釈に疑義が生じた場合、または本規約および運用ルール等に規定されていない事項については、事務局と事業者は、協議の上円満に解決するものとします。

1. DREAM-MATCH LIVE 規約1. DREAM-MATCH LIVE 規約
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1. 出展料
・出展料は、無料です。

・ご利用いただける施設は下記の通りです。下記以外の追加装飾・施設利用にかかる費用は出展者の負担とします。

○出展示規約に定めるシステム基礎パネル（バック・間仕切り）　○社名板　○出展規約に定めるテーブル・椅子

2.ブース割当
・ブース位置、ブース番号は会場構成等を勘案して、主催者にて調整決定いたします。

・ブース位置、ブース番号は当日会場の出展者受付にてお知らせいたします。（※なお、当日までブース位置、ブース番号はお教えできません。予めご了承ください。） 

・ブース位置、ブース番号、ブース形態を当日変更することは、一切致しかねます。

3. 出展物等の保護管理
・主催者は、警備会社に依頼し会場全般の管理保全にあたります。

・出展者は、貴社出展ブースに関する全体的な管理保全にあたり、準備期間中および開催時間中自社ブース内に常駐し、出展物等の保護管理の責任を負うものといたします。 

・天災その他不可抗力及び事故による損傷、紛失、火災、盗難等の損害について、主催者はその責めを負いません。

・出展者は、出展物保護等にあたるとともに、保険を付す等の措置をおとりください。

4. 安全の確保
・出展者は、学生の安全のため事故防止策を講じてください。主催者が危険と認めた場合は、出展者に対して必要な対策を要請し、制限または中止を求めることがございます。 

・出展者の行為により事故発生の場合は、該当出展者の責任において解決するものといたします。

・出展者は設営・会期・撤去中における盗難防止に十分注意お願いいたします。 万一盗難があった場合、その損害について、主催者はその責めを負いかねます。 

・事故発生の場合は、直ちに必要な措置をとるとともに、主催者に届け出ていただくようお願いいたします。

・展示・防災等主要事項については、「11. 防災について（消防法）」に詳述いたします。

・消防法等、法令による展示規制に基づく、安全確保のための展示装飾の改修と費用は、出展者負担といたします。

5. 作業中の災害予防
・搬入から展示装飾・解体・搬出にいたるまで、事故のないよう十分にご注意ください。

・会場内は、終日禁煙です。喫煙は、指定場所でのみとなります。

・通路・非常口・屋内消火栓および消火器の障害となる場所に装飾をしたり、車両・材料・廃材・搬入物を集積しないようにお願いいたします。

・会場内の保全のために、搬入・搬出、装飾施工の際も、会場内では必ず指定の出展者パスの着用をお願いいたします。

6. 音量
・自社ブースより発生する音量は、近接出展者等から苦情の出た場合や、会場全体の騒音レベルが高くなった場合には、学生が説明を聞き易い環境を作るため、ご配慮ください。

  音量の制限は、ブースサイズに関わらず、各ブースのコマ袖より2ｍの地点より事務局用意の測定器で計測し、70 デシベル以下であることといたします。

7. ご来場人数
・出展者のご来場人数は、ブースサイズにより上限を設けさせていただきます。

8. 禁止事項
・出展者がブースの譲渡・転貸・交換することはできません。

・会期中いかなる理由によっても、出展物・装飾物を含むいかなる物も即売することはできません。

・自社ブース外において学生の誘引、アンケート、チラシ・景品の配布等これに類する行為はできません。ただし、ブース内でも採用に関係のない広報物、金品、セールスプロモーション等配布はできません。 

・ブース周辺の通路に故意に学生を大量に滞留させるような行為はできません。

・自社ブース区画外に、物品を置くことはできません。

・ヘリウムガス等のガス入り風船の配布および装飾への使用は、防災面からできません。

・会場内での写真・ビデオ撮影等は自社ブース内のみ可能です。自社ブース外の写真・ビデオ撮影等は腕章をつけたスタッフ以外できません。ただし、出展者は自社ブース内においても、個人の写真・ビデオ撮影を行う場合には、    

　当該個人の同意を得るものといたします。 

・その他、他の出展者や学生にとって迷惑となる行為はできません。迷惑と認められた場合は事務局から改善措置をとらせていただきます。

・飲食物の配布、極端に大きな音を出す行為や周りを汚す行為等は禁止いたします。

・自社ブース内で食事をすることはできません。

・会場内へ火気、危険物の持ち込みは一切できません

・バックパネル・間仕切りは、各社ブースの境界と側面通路に設置します。また、主催者が設置したバックパネル・間仕切りは、許可なく移動することはできません。 

・ペットなど生き物の持ち込みは禁止とさせて頂きます。

9. 清掃
・事務局は清掃業者に依頼し会場全体の清掃をいたしますが、自社ブース内は出展者で清掃していただきますようお願いいたします。

・搬出の際、ブース内に残材（印刷物、梱包資材を含む）や廃棄物の無いようご確認ください。残材や廃棄物を大量に放置した場合は、その処理費を会期終了後、事務局よりご請求させいただきます。物によっては引き取

　れない（事務局では処理できない）場合がございます。ご了承ください。 なお、環境保護のため、ごみの削減にご協力ください。

10. 展示・施工
展示装飾の計画・施工にあたっては、会場全体の見通しを妨げないよう、全出展者の展示・会場全体の構成も考えて、他の迷惑にならないようご配慮ください。 

・装飾物の高さは、2.4ｍを上限といたします。

・ブース天井または一部天井を設けることはできません。

・会場の天井・柱等既設建屋設備に傷を付けたり、また器材・物品を吊り下げたりすることを禁止いたします。また、万一の損傷による会場設備修復の費用は出展者の負担となります。 

・展示装飾作業は、すべて自社ブースで行い、通路または他のブースに立ち入らないようにお願いいたします。

・カーペット敷設以外の床面工事は原則的にできません。

11. 防災について（消防法）
・喫煙場所 / 出展者ブース内に喫煙場所を設置することは一切できません。場内での喫煙は、主催者の設置する指定の休憩喫煙所のみとなりますので、周知徹底をお願いいたします。 

・装飾資材 / 展示・装飾に使用する材料は、消防法の規程により、防炎性能を有する防炎対象物品を使用することになっていますので、次の各項に適合するものを使用してください。・展示用の合板・シナベニヤ・プリント合板・

　繊維板等は、浸漬加工による防炎性能を有するもので、表面に自治省令消防法施工規則に規定する「防炎ラベル」が貼付され、裏面に赤線５本の入ったもの以外はご使用できません。 

・カーペット、カーテン、テーブルクロス類も、全て「防炎ラベル」が貼付された防炎性能のあるものをご使用ください。

・防炎合板に厚い布やひだのある紙類を貼付する場合は、防炎性能を持ったものをご使用ください。

・カーペット、人工芝等敷物についても「防炎ラベル」をブース入口の見やすい位置に必ず貼付してください。

・展示台、造花、幕類等の可燃性物品を使用する場合は工場加工した防炎性能を有するものをご使用ください。

・ホンコンフラワー、ウレタン、アセテート、ポリエステル、ナイロン等は防炎性能を付与することが困難であるため使用できません。

・布製品は、アクリルやポリエステルが 20％以上含まれているものは防炎処理ができないので、防炎処理の可能な綿・麻などの天然繊維やレーヨンを素材としたものをご使用ください。 

・発泡スチロールの使用は一切認められませんので、スタイロフォームのような材質のものをご使用ください。

・防炎表示は、各防炎対象物品のそれぞれにお付けください。この表示は消防庁長官の認定を受けたもので、「防炎ラベル」は、（財）日本防炎協会発行のものといたします。

・装飾施工期間中あるいは会期中に、所轄消防署の査察検査が行われます。

・防炎対象物品で防炎性能を有しないものを使用している場合は、ただちに撤去を命ぜられますので、防炎材料の使用と施工については特にご注意ください。 

12. 電気、通信回線の設置・供給
・お申込により、照明・実演用等の電気、通信回線を供給をいたします。ただし、工事費、使用電力量、消費税および振込手数料は出展者のご負担となります。 

・電気供給について　ブース内の電気供給時間は原則として、当日開場 1時間前から閉場後 15 分までといたします。

・当日、電源スイッチの操作はスタッフが行います。

2.DREAM‐MATCH LIVE ご出展規約2.DREAM‐MATCH LIVE ご出展規約
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13.その他
展示・施工にあたって、不詳の点や問題点等が発生した場合は、事務局にご照会・ご相談いただきますようお願いいたします。

・通信回線の設置について　会期中出展者が、ブース内に通信回線の架設を希望する場合は、電話架設申込みを、運営事務局が一括して行います。 

・回線が必要な場合は、運営事務局にお問い合わせください。

・使用時間：出展当日の開催時間　開始 1時間前から終了後 15 分までといたします。

・出展者は持込の電気用品、電気を使用する製品において、設置・施工の際は、特に火災事故の防止、人体および財物の損傷やその他の電気事故防止に、万全の注意をお払いください。・持込の電気製品や貴社で設置

　した電源の異常・事故による停電・電圧降下等のため、実演が停止、または製品の誤動作や損傷等をきたした場合、主催者はその責任を負いかねますので、出展者は予め十分な保護策を施していただきますようお願いい

　たします。

・通信のために必要となる機器（PC・モデム等）やアダプターも、異常・事故により実演の停止または回線の誤動作や損傷等をきたした場合、主催者はその責任を負いかねます。特に会場内での通信による情報の流出等

　に関しましては細心の注意を払って、ご準備いただくようお願いいたします。 

14. 個人情報のお取扱い
募集にあたっては、採用に関する情報提供に必要な範囲で個人情報の収集をしてください。

収集した個人情報は採用に関する情報提供以外には使用しないでください。また法令（個人情報保護法、職業安定法）に則って収集した個人情報を適切に管理してください。

キャンセルについて
利用規約第 4 条に基づき契約成立した後のキャンセルは、DREAM-MATCH PROJECT 事務局（以下、「事務局」といいます）が承諾しない限り、お断りさせていただきます。キャンセルのご連絡は、事務局営業担当へ

の電話またはメールにてお受けします。

キャンセル料　　
キャンセルは、 １会場あたり2 万円とします。

キャンセル料の対象
1．利用規約第 4 条に基づき契約成立した場合にはキャンセル料の対象となります。イベント参画お申込書を事務局営業担当へご提出いただいていない場合でも、キャンセル料の対象となります。

2．キャンセル待ちの場合には、キャンセル待ちの取り消しは、キャンセル料の対象となりません。

3．キャンセル待ちの後、利用規約第 4 条に基づき契約が成立し、ご出展が確定した場合は、事務局営業担当より通知いたします。

4．事業者は、利用規約第 4 条に基づき契約成立し、ご出展の確定の通知が事務局営業担当から通知した日から起算して３営業日以内に、事務局営業担当に対してご出展しない旨のご連絡をいただくことでキャンセルでき、こ

　 の場合キャンセル料の対象となりません。

3.DREAM‐MATCH LIVE キャンセルポリシー3.DREAM‐MATCH LIVE キャンセルポリシー

附則：2010 年 5月 17日施行

附則：2010 年 5月 17日施行

附則：2010 年 5月 17日施行

○（株）リクルート、（株）リクルートのグループ会社（以下総称して｢リクルートグループ｣といいます）および販売代理店は、 DREAM-MATCH LIVE にご参画のお申し込みの際に提供いただいたお客様の個人情報の取扱に細

　心の注意を払います。

○リクルートグループおよび販売代理店は、お客様の個人情報を、お申し込みいただいた DREAM-MATCH LIVE ならびにリクルートグループおよび販売代理店が提供する、その他のリクルートグループが運営する人材サー

　ビスの提供ならびにこれらに付随する業務遂行のためにのみ、使用します。

○リクルートグループおよび販売代理店は、お客様への適切なご提案をさせていただくために、リクルートグループおよび販売代理店間で、上記の目的の範囲内で、お客様の個人情報を共有させていただくことがあります。

○リクルートグループおよび販売代理店は、個人情報を取り扱う業務の一部および全部を外部委託することがあります。

  

4. お客様の連絡先等の個人情報の取り扱いについて4. お客様の連絡先等の個人情報の取り扱いについて
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新
規
開
拓
中
心
）

⑦
営
業（
得
意
先
中
心
・
ル
ー
ト
営
業
）

⑧
M
R
　
　

⑨
販
売
・
シ
ョ
ッ
プ
ス
タ
ッ
フ
・
接
客

⑩
そ
の
他
サ
ー
ビ
ス
職
　
　

⑪
企
画
・
営
業
事
務
・
販
売
促
進

⑫
総
務
・
人
事
・
経
理
・
広
報
関
連
　
　

⑬
貿
易
事
務

⑭
金
融
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト

⑮
教
師
・
保
育
士
・
講
師
・
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー

⑯
福
祉
関
連
職
　
　

⑰
そ
の
他
専
門
・
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト

⑱
編
集
・
制
作
・
デ
ザ
イ
ナ
ー

【
選
択
職
種
】

採
用
予
定
人
数

（
最
小
）

参
画
企
画

（
参
画
す
る
企
画
に
○
）

合
計
採
用
予
定
人
数

（
最
小
人
数
～
最
大
人
数
）

募
集
職
種
1

募
集
職
種
2

募
集
職
種
3

募
集
職
種
4

名名名名名

～

都
道
府
県
名
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。 
※
面
談
が
実
施
で
き
る
事
業
所
が
あ
れ
ば
、
複
数
指
定
可
能
で
す
。

通
常
企
画

通
常
企
画

正
社
員

契
約
社
員

正
社
員

契
約
社
員

参
画
エ
リ
ア
・
参
画
開
始
ク
ー
ル
・
参
画
企
画
・
雇
用
形
態

理
系
限
定
企
画

理
系
限
定
企
画

参
画
開
始

ク
ー
ル ク
ー
ル

ク
ー
ル

ク
ー
ル

ク
ー
ル

ク
ー
ル

（
　
　
　
　
　
　
）

（
　
　
　
　
　
　
）

　
　

（
　
　
　
　
　
　
）

（
　
　
　
　
　
　
）

（
　
　
　
　
　
　
）

募
集
内
容

以
下
は
Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ
ー
ビ
ス
プ
ラ
ン
へ
申
込
み
の
場
合
の
み
記
載
し
て
く
だ
さ
い

募
集
職
種
・
採
用
予
定
人
数

□
　
2
01
1
年
3月
卒
業
予
定
の
新
卒
者
向
け
商
用
採
用
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
な
い
。

□
　
募
集
す
る
雇
用
形
態
は
「
社
員
」
も
し
く
は
「
契
約
社
員
」
で
あ
る
。

新
卒
者
向
け
商
用
採
用
サ
ー
ビ
ス
例
：
就
職
サ
イ
ト
、
求
人
情
報
誌
、
合
同
説
明
会

◎
未
加
入
の
保
険
が
あ
る
場
合
、　
□
 任
意
適
用
事
業
で
あ
る
　
　
□
 任
意
適
用
事
業
で
は
な
い

□
　「
健
康
保
険
」「
厚
生
年
金
」「
雇
用
保
険
」「
労
働
者
災
害
補
償
保
険（
労
災
）」
の
す
べ
て
に
加
入
し
て
い
る
。

※
試
用
期
間
中
も
加
入
必
須
と
な
り
ま
す
。

1
）
参
画
枠
内
で
の
先
着
順
受
付
と
な
る
た
め
、
申
込
み
を
頂
い
て
も
ご
参
画
頂
け
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

2
）
参
画
確
定
後
ご
出
展
を
キ
ャ
ン
セ
ル
さ
れ
る
場
合
は
別
途
定
め
る
キ
ャ
ン
セ
ル
ポ
リ
シ
ー
に
従
っ
て
キ
ャ
ン
セ
ル
料
金
2
万
円

　
 （
1
会
場
あ
た
り
）を
申
し
受
け
ま
す
。

通
常
企
画

理
系
限
定
企
画

通
常
企
画

理
系
限
定
企
画

通
常
企
画

理
系
限
定
企
画

（
最
小
～
最
大
）

（
社
判
）

印

（
個
人
印
）

印

（
個
人
印
）

印

T
E

L
 0

3-
53

65
- 2

11
1

F
A

X
 0

42
- 6

78
- 4

87
7

事 務 局 使 用 欄

※
法
規
や
公
序
良
俗
、
取
引
基
準
に
反
す
る
場
合
な
ど
、
D
R
E
A
M
-M
A
T
C
H
 P
R
O
JE
C
T
事
務
局
が
妥
当
で
な
い
と
判
断
し
た
場
合
に
は
お
申
込
み
を
お
受
け
で
き
な
い
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
。

※
お
申
込
み
に
あ
た
り
、
資
料
の
提
出
や
調
査
へ
の
ご
協
力
を
お
願
い
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

20
10
 　
　
  
7 
  
　
  
10

カ
ブ
シ
キ
ガ
イ
シ
ャ
  
 カ
モ
メ
シ
ョ
ウ
ジ

株
式
会
社
 か
も
め
商
事

製
造
業（
機
械
部
品
）

ジ
ン
ジ
ブ
　
　
　
ジ
ン
ジ
カ

ト
ウ
キ
ョ
ウ
ト
　
ハ
チ
オ
ウ
ジ
シ
　
ユ
メ
ガ
オ
カ

カ
チ
ョ
ウ

ダ
イ
ヒ
ョ
ウ
ト
リ
シ
マ
リ
ヤ
ク
シ
ャ
チ
ョ
ウ
　
　
タ
カ
ハ
シ
 マ
コ
ト

ス
ズ
キ
　
 タ
ロ
ウ

サ
ト
ウ
　
ハ
ナ
コ

12
3　
　
  
45
67
　
  
　

03
　
 5
36
5 
　
21
11
　
　
　
　
　
　
　
　
　
04
2 
 　
67
8　
　
48
77

人
事
部
 人
事
課

東
京
都
 八
王
子
市
 ゆ
め
が
丘
 1
- 2
- 3
　
　

課
長
　
鈴
木
 太
郎

佐
藤
 花
子

ha
na
ko
_s
at
o

w
w
w
.k
am
om
e-
de
m
o.
co
.jp

ka
m
om
e.
co
.jp

同
上

東
 京

大
 阪

青
 森

1

1
42 1 1

1 4

代
表
取
締
役
社
長
　
　
高
橋
 誠
 

さ
  
と
  
う
  
は
　
な
　
こ

必
ず
社
判
を

押
し
て
く
だ
さ
い
。

大
き
く
、
わ
か
り
や
す
く

ご
記
入
願
い
ま
す
。

大
き
く
、
わ
か
り
や
す
く

ご
記
入
願
い
ま
す
。

先
着
順
で
ご
案
内
し
て
お
り
ま
す
。

複
数
の
会
場
へ
の

ご
参
画
が
可
能
で
す
。

責
任
者
・
担
当
者

い
ず
れ
か
の
印
を

押
し
て
く
だ
さ
い
。

チ
ェ
ッ
ク
は
必
須
で
す
。

参
画
条
件
が
ご
ざ
い
ま
す
。

4
つ
の
条
件
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

W
E
B
の
シ
ス
テ
ム
に
入
る
際
に
使
用
す
る

あ
い
こ
と
ば
で
す
。

必
ず
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。（
ひ
ら
が
な
）

合
計
採
用
予
定
人
数
を

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

募
集
を
す
る
職
種
の
番
号
、

採
用
予
定
人
数
の
記
入
、

参
画
企
画
を
選
ん
で
く
だ
さ
い
。

⑥ ①⑫

事
業
所
が
あ
り
、

面
談
の
実
施
で
き
る

エ
リ
ア
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

印 印 印

参
画
が
始
め
ら
れ
る
ク
ー
ル
を
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

※
以
降
、
サ
ー
ビ
ス
終
了
時
ま
で
継
続
し
て

参
画
が
可
能
で
す
。


